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・帯広のあらまし                       

 

 

■まちづくりの概要 
 

  

帯広市は、豊かな自然に囲まれた、日本有数の食料基地であ

る十勝平野の中央に位置し、明治16年に開拓が始められて以来、

農業や商工業などの地域産業に支えられながら、十勝圏の中核

都市として発展してきています。 

都市の骨格は、開拓の初期から北海道拓殖計画やワシントン

Ｄ.Ｃをモデルに構想された計画に基づいて形成され、都市を森

で囲む帯広の森構想や緑の工場公園、都市部大改造、ニュータ

ウン造成、農業生産基盤などの大事業を経て、現在では、市域

の北から南に都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域に

区分された、秩序ある土地利用が図られています。 

これからのまちづくりは、人口構造の変化や循環型・低炭素 

社会への対応、社会基盤の安定的な維持などの諸課題に対応し

ながら、十勝圏の中核都市としての都市形成を進めていくことが

必要となっています。 

 このため、都市像に掲げている「あおあお ひろびろ いきい

き 未来を信じる帯広」の創造をめざし、都市地域において、都

市機能の集積や快適な都市空間の創出を図り、コンパクトな市街

地形成を進めるほか、社会経済動向を踏まえ、広域的な交通ネッ

トワークなどの基盤を有効に活用しながら、十勝圏や東北海道に

おける拠点性を高め、将来に向けて都市と農村が調和する持続可

能な都市形成を進めます。 

 

 

 

 

 

▌北海道の高速ネットワーク▐ 

田園地帯から都市部を望む 

 

 

 

 

 

 

▌帯広～所要時間▐ 

   １ 

2時間 30分 

4時間 20分 



●気  候 

 帯広は、北半球のスノーベルト地帯に属しますが、年間降水

量は約 900mmと少なく、ドライゾーンとなっています。気候は、

夏は暑く冬は寒い年較差 60℃もある大陸性気候で、四季の変化

に富み、また年間を通じて晴天日数の多さは全国でも有数の地

域です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地  勢 

本市は、ゆるやかに傾斜する盆地状の十勝平野のほぼ中心に位

置しています。三方を山に囲まれた十勝平野は、もとは砂れき地

帯の上に火山灰が厚くかぶった段丘の連なりでした。長流十勝川

及びその支流は長い年月の間にその段丘を削り、これらの流域に

現在の大平野をつくりあげました。 

 このように厚い火山灰で覆われた洪積台地と複合扇状地から

なる平野には、わが国屈指の畑作・酪農地帯が展開されています。 

地質構造は、帯広市付近に河川が集中する一大構造盆地であり、

地下水・深層地熱水が利用されています。 

 

▌各都市の気象環境比較▐ 

２ 

帯 広 旭 川 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 鹿児島

20.2 21.1 22.3 24.2 27.4 27.8 28.8 28.5

-7.5 -7.5 -3.6 1.6 6.1 4.5 6.0 8.5

6.8 6.9 8.9 12.4 16.3 15.8 16.9 18.6

38 11 13 16 40 31 21 32

2,033 1,590 1,740 1,796 1,881 2,091 1,996 1,935

887 1,042 1,106 1,254 1,528 1,535 1,279 2,265

82 79 75 81 71 70 66 73

気温（℃）

区　　　　分

最 暖 月 平 均

最 寒 月 平 均

年 平 均

資 料 ： 気 象 庁 統 計 （ 1981 ～ 2010 年 の 平 均 ）

年 快 晴 日 数

日 照 時 間 （ 時 ）

年 降 水 量 （ ㎜ ）

8 月 相 対 湿 度 （ % ）
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■人    口 

 

本市の人口は、昭和８年市制施行時に 3.2万人で昭和 20年まで

はほとんど伸びがみられませんでした。その後は、昭和 32年４月

に川西村、大正村との合併等もあリ、およそ 50 年間に約 13 万人

の増加があり、平成 27年国勢調査（以下、「H27国調」という）で

は、全道第６位の人口規模（169,327人）となりました。 

 年齢構造から本市の状況をみると、平均年齢は 46.7 歳であり、

また、高齢者（65歳以上）の占める割合は 26.4％（H27国調）と、

いずれも全国平均とほぼ同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

年 齢 構 造（％）  
平 均 

年 齢 0～14歳 15～64歳 65歳以上 
 

 

帯 広 市 12.2 61.4 26.4  46.7 

全 国 12.6 60.7 26.6  46.4 

全 道 11.4 59.6 29.1  48.3 

平原通（西２条通） 

▌人口と世帯の推移(国調)▐ 

▌年齢構造比較(H27国調)▐ ▌人口ピラミッド(H27国調)▐ 

   ３ 

（年齢） 
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■産   業 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の産業は、 農業を基幹産業としながらも、 第３次産

業の比重の高い構造となっています。 

農業については、農家戸数は減少していますが戸当り耕地

面積は約 33.3ha（2015 年農林業センサス）と相対的に増加

するなかで、生産性の高い農業が展開されています。 

次に工業についてみますと、帯広は第１次産業と関連する

食料品工業、農業機械工業が主力工業です。北海道横断自動

車道の整備促進、空港の拡張整備などの交通・運輸手段の革

新で工業立地条件は大きく改善されています。 

本市の商業は、就業・所得構造からみても大きなウエイト

を占める重要な産業であり、十勝全域をその商圏として発展

してきました。また１人当り小売業年間販売額は全国でも高

いランクを示し、道東のセンター都市としての商業機能集積

が進んでいます。

 

▌農家数の推移▐ 

（販売農家） 
▌工業出荷額等▐ ▌商品販売額▐ 

▌就業構造(H27国調) ▌ 

56,126 人 

(70.3%) 

 

14,264 人 

(17.9%) 

 3,923 人 

(4.9%) 

 

% 

戸 

(2015 年農林業センサス) 

経営耕地総面積     22,795ha 

総農家数        685 戸 
＝ ≒ 33.3ha 

（工業統計調査) （商業統計調査) 

億円 億円 

 

 

 

第 30回国際農業機械展 

４ 



■土  地 

 

 

本市の面積は、昭和32年の川西村・大正村の合併によリ50.71㎢から619.34㎢に広がり、東

京都23区の面積とほぼ同じで、全国1,741の市区町村の中でも第141位（令和元年10月時点）に

位置しています。 

市域の約60％は平坦で、他は日高山系の山岳地帯となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●帯広圏地方拠点都市地域の指定 

  帯広圏は、｢地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律｣に基づ

き、平成５年２月16日、北海道知事から地方拠点都市地域として指定を受けました。 

  人間尊重を基本に、自然環境を守りながら十勝農業を核とする活力あふれる地域社会、都市

と農村が共生するまちづくりをめざします。 

 

●定住自立圏構想 

  ｢定住自立圏構想｣は、都市機能を有する市と近隣市町村が相互に役割分担・連携・協力する

ことにより、必要な生活機能を確保し、地方圏への人口定住を促進する政策です。 

  帯広市は平成22年12月に中心市宣言を行い、平成23年７月には帯広市と18町村の間で、医療、

福祉、産業振興等19項目についての定住自立圏形成協定を締結し、十勝定住自立圏が形成され

ました。 

市町村の位置 

農村風景 

（旧） 

   ５ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 
人 口 

（H27 国調） 

市街化区域 

（ha） 

市街化調整 

区域（ha） 

帯広圏 259,378 6,957 26,158 

帯広市 169,327 4,261 6,108 

音更町 44,807 1,083 5,207 

芽室町 18,484 829 7,498 

幕別町 26,760 784 7,345 

   R2.10 現在 

 

●広域都市圏 

帯広市、音更町、芽室町、幕別町の１市３町は、帯広圏として広域

都市圏を形成し、都市計画において広域的視点から交通機能、住機能、

中枢管理機能などの役割分担をし、開発整備を進めてきました。 

 今後は、市街地の拡大を抑制し、都市の既存ストックの有効活用を

促進することにより、様々な都市機能がコンパクトに集積した都市構

造、さらには地球環境時代に対応した低炭素型都市構造への転換を目

指します。 

▌帯広圏都市計画▐ 

広域都市圏 

▌帯広圏都市計画の概要▐ 

６ 



・都市計画の概要 

■都市計画の歴史と都市形態 

【明治のまちづくり】 

本市の市街地形成は、明治25年北海道庁によ    

る殖民区画に基づく市街地設計から始まります。 

市街地の区画割りは当初約1,900戸分を画地

しました。１区画は約1.2haで道路をはさむ２街

区からなり、図のように20等分し、区画は丁目

をもって数え、番地は交互に数えました。 

道路は、現在の国道38号と236号を軸として碁

盤目状に設計され、これに「火防線」と称する

斜交する道路が組み入れられました。この都市

設計は、本市独特のものであり、アメリカのワ

シントン市などにみられるくらいです。 

 

 

【大正のまちづくり】 

開拓が進むにつれ人口も増加し、新た

な市街地造成が行われました。鉄南地区の

十勝監獄用地の開放に伴い、大正11年

（1922年）におおよそ2,000戸分が画地さ

れました。 

大正 14年には、これまでの自由な開拓

の仕方を改め、本格的な都市構想を考えな

ければならない段階にあるとして、市制施

行（昭和８年）に向けて計画的な都市計画

事業に着手しました。 

 

【昭和（昭和 44年＜新都市計画法施行＞

まで）のまちづくり】 

昭和８年には市制の施行、同10年に市域

5,017.1haすべてを都市計画区域に指定、

昭和19年には都市計画道路や用途地域が

決定されました。 

戦後になると帰還者や離農者の流入などにより、人口は昭和20年の約４万人

から同30年には約７万人に、同40年には約12万人と急激に増加しました。 

このため、昭和30年頃から市営の柏林台団地の造成や十勝農業試験場跡地の

開放による宅地造成などが行われました。 

昭和32年（1957年）には、川西村・大正村との合併が実現して広大な農林畜

産地帯を行政区域に加え、面積は、61,894haに拡大しました。昭和34年には、

全国に先駆けて総合計画を策定し、「近代的田園都市」を都市像として、近代的

な機能をもちつつ、人間尊重を基本に自然環境を大切に守り、都市と農村がと

もに発展する都市形成を目指しました。 

また、工業では、農産加工を中心として各種工場が立地し、その多くは鉄道

沿いに集積しました。製糖工場は独自の鉄道を敷設し、原材料の搬出を行うと

ともに奥地開発を進めるうえで重要な役割を果たしました。 

昭和37年からは、市内に点在する工場集約のため帯広工業団地が造成され、

各種企業や国鉄貨物駅、卸売市場、道立高等職業訓練校などが順次立地しまし

た。 

昭和42年からは、新住宅市街地開発事業として計画戸数2,700戸、計画人口１

万人の大空団地（約103ha）を造成しました。 

一般 都市計画  

明治 

■16 
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大正 

■４ 
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■52 

 

 

晩成社移民

27名、オベ

リベリに入

植 

帯広・釧路

間鉄道開通 

 

１級町村制

施行 

旧都市計画

法制定 

 

 

 

 

 

 

晩成社解散 

市制施行 

帯広高等獣

医学校開校 

建築基準法

制定 

 

 

川西村、大

正村と合併 

帯広市総合

計画策定 

 

 

 

帯広市新

総合計画

（総計の

改定） 

帯広空港の

開港 

帯広民衆駅

竣工 

 

新都市計画

法施行 

 

 

第二期帯広

市総合計画

策定 

 

 

流通業務団

地造成着手 

 

刑務所跡地

開発事業の

着手 

明治 

■25 

 

大正 

■14 

■15 

 

昭和 
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■７ 
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■41 

■42 

 

 

■43 

 

■45 

 

 

 

■46 

 

 

 

 

■48 

 

 

■49 

 

■50 

■52 

 

 

北海道庁による殖民区画

割の開始 

 

都市計画事業の着手 

消防署、伝染病舎の新築 

 

 

市街地の用水路、下水溝の

整備 

西２条通りの簡易舗装 

主要幹線にアカシア植樹 

コンクリート橋（大通橋、

鎮橋） 

緑ヶ丘公園内飛行場開設 

全市域を都市計画区域に

決定 

用途地域・都市計画道路の

指定 

準防火地域の指定 

都市計画道路の変更 

下水道事業の着手 

柏林台団地の造成 

第一期帯広市総合計画策

定に伴う用途地域の変更 

市営と畜場の決定 

帯広川下水終末処理場の

決定 

帯広都市計画立案書策定 

西第１北土地区画整理事

業の決定 

駅前地区都市改善事業の

決定 

中島処理場（汚物）の決定 

新住宅市街地開発事業（大

空団地）の決定 

帯広魚菜卸売市場の決定 

帯広圏広域都市計画協議

会（１市３町）の設立 

帯広圏都市計画区域の決

定 

市街化及び市街化調整区

域の決定 

駅南土地区画整理事業の

決定 

開発予定地（西部地区、西

10条北地区、東４条南 26

丁目）の市街化区域編入 

８種類の新用途地域の決

定 

駐車場整備地区の決定 

「帯広の森」の決定 

十勝川水系河川緑地決定 

居住環境整備事業の着手 

区域区分定時見直し（第１

回） 

十勝川流域下水道の決定 

▌市街地区画割図▐ 

▌市街区画変遷図明治～大正▐ 

（1 間は約 1.818ｍ） 

   ７ 



【昭和（昭和 45年以降）のまちづくり】 

昭和 44 年(1969 年)の新都市計画法の施行に伴い、翌 45 年に一体の都市と

して総合的に整備・開発・保全すべき区域として、 帯広市・音更町・芽室町・

幕別町の１市３町による「帯広圏都市計画区域」と「市街化区域及び市街化調整

区域」を定め、無秩序な市街化を防止しながら計画的な市街化を進めてきました。 

昭和 46 年に策定した第二期総合計画においても引続き「近代的田園都市」を

都市像として掲げ、まちづくりを百年の大計として進めていくため、市街化区域

を森でつつむグリーン・ベルト「帯広の森」(昭和 49 年都市計画決定)の建設を

市民ぐるみで推進することとしました。 

これ以降、昭和 50年に、柏地区の居住環境整備事業、昭和 52年に十勝川流域

下水道事業、昭和 54 年に市街地再開発事業などの決定を行ったほか、昭和 59

年に西帯広ニュータウンの土地区画整理事業の決定、開発行為など、人口の増加

や世帯数の伸びに対応しつつ、都市計画に基づいた民間主体の市街地形成を進め

てきました。 

また、昭和 56 年には、十勝・帯広の空の玄関口「帯広新空港」の開港とＪＲ

石勝線が開業し、帯広を中心とする十勝の交通事情が飛躍的に向上しました。 

 

【平成のまちづくり】 

平成元年に連続立体交差事業に着手し、平成８年には鉄道高架の供用が開始さ

れました。これにより鉄道で分断されていた南北の土地利用が一体化し、道路網

が整備されるなど利便性が高まるとともに、駅周辺土地区画整理事業などの実施

により、十勝・帯広の中心市街地として、都市機能の充実に向けた駅周辺の都市

開発を推進しました。 

また、札幌市・釧路市・北見市につながる北海道横断自動車道（札幌－足寄・

阿寒間供用）や、広尾町の十勝港に至る帯広・広尾自動車道（帯広－忠類・大樹

間供用）などの整備も進められ、より利便性の高い広域交通ネットワークが形成

されつつあります。 

住宅地の開発では、平成３年から新西帯広地区、平成５年から南部地区の

宅地開発が行われました。また、平成15年から環境に配慮した稲田川西地区の新

市街地の開発が行われました。 

このほか、新たな工業団地として平成６年から西20条北地区、平成30年から西

19条北地区の造成が行われています。 

その後、帯広市みどりのまちづくり条例、帯広市環境基本条例を策定するなど、

人と自然が共生し、環境への負荷を抑えた循環型・環境保全型の環境共生都市を

目指してきています。 

 

●都市形態 

 北海道の開拓期に見られた格

子状の区画割と延焼を防ぐため

の放射型街路を組み合わせた都

市構造をそのまま継承するとと

もに、将来の人口動向を見据え、

市街地を帯広の森などの緑で囲

み、拡大の抑制を図ったコンパ

クトな都市形態となっています。 

 

 一般 都市計画 

昭和 

■54 

 

■55 

 

 

■56 

 

 

 

 

 

平成 

■元 

 

 

■４ 

 

■７ 

 

 

 

 

■８ 

 

 

 

■12 

 

 

 

 

 

 

 

■18 

 

 

 

 

■22 

 

 

 

 

 

 

令和 

■２ 

 

新帯広市総

合計画策定 

広小路商店

街アーケー

ド完成 

グリーンパ

ーク 400ｍ

ベンチ完成 

 

 

 

 

第四期帯広

市総合計画

策定 

都市計画法

の改正 

北海道横断

自 動 車 道

（十勝清水

-池田間）開

通 

鉄道高架開

通 

くりりんセ

ンター開所 

第五期帯広

市総合計画

策定 

都市計画法

の改正 

 

 

 

新帯広市図

書館オープ

ン 

 

 

第六期帯広

市総合計画

策定 

帯広の森・

はぐくーむ

オープン 

 

 

第七期帯広

市総合計画

策定 

新総合体育

館オープン 

昭和 

■54 

 

■58 

■59 

 

 

 

 

平成 

■元 

 

 

■２ 

■４ 

 

■５ 

 

■７ 

 

 

 

 

■９ 

■15 

 

 

 

■16 

 

 

■19 

 

■20 

 

 

 

■21 

 

■22 

 

■23 

 

■29 

 

■30 

 

令和 

■元 

■２ 

 

高度利用地区の指定 

市街地再開発事業の決定 

定時見直し（第２回） 

開発予定地（西帯広・自由

が丘）の市街化区域編入 

西帯広ニュータウンの土

地区画整理事業の決定 

地区計画（６地区）決定 

 

都市計画高速道の決定 

帯広駅周辺の土地区画整

理事業の決定 

定時見直し（第３回） 

開発予定地（西20条北、北

親地区）の市街化区域編入 

開発予定地（南部地区）の

市街化区域編入 

12種類の新用途地域の決

定 

開発予定地（稲田町基線・

西１線・西２線、空港南町）

の市街化区域編入 

定時見直し（第４回） 

開発予定地（稲田川西地

区）の市街化区域編入 

帯広市都市計画マスター

プラン策定 

都市計画区域の整備・開発

及び保全の方針の決定 

定時見直し（第５回） 

特別用途地区の決定（大規

模集客施設制限地区） 

おびひろまち育てプラン

策定 

帯広圏都市交通マスター

プラン策定 

市街地再開発事業の決定

（開広団地地区） 

都市計画道路見直し路線

の変更 

整開保の変更（第１回） 

定時見直し（第６回） 

市街地再開発事業の決定

（西３・９周辺地区） 

開発予定地（西 19条北）

の市街化区域編入 

 

中島処理場（汚物）の廃止 

第２次帯広市都市計画マ

スタープラン策定 

整開保の変更（第２回） 

定時見直し（第７回） 

 

 

 

82.4%

89.3%

【集中比較〔DID/市域〕（H27）】

面積集中率 人口集中率

97.3%

92.4%

86.3%

89.3%釧 路 市

21.0%

10.6%

6.3%

3.0%

6.5%

6.6%帯 広 市

区 分

札 幌 市

旭 川 市

函 館 市

苫 小 牧 市

８ 



■都市計画の内容と役割  

        

都市計画は都市への人口・産業の集中に伴う都市の発展を

計画的に誘導し、秩序ある市街地として整備することを目的

としています。つまり、快適な都市環境を形成するために、

総合的な土地利用を図ることが都市計画の大きな役割にな

ります。 

本市では、都市計画を定めるため昭和 10年に都市計画区

域を定めました。 

都市計画の内容は、土地利用、都市施設、市街地開発事業

に分けることができます。これを都市計画法では次のように

区分しています。 

【市街化区域・市街化調整区域（線引き）】 

土地利用計画の基本であり、無秩序な市街化を防止し、計

画的な都市へ誘導するため、都市計画区域を市街化区域・市

街化調整区域に区分するものです。 

【地域地区】 

地域地区は、線引きとともに土地利用計画の基本となるも

のです。住環境の保全、商業・工業等の機能を維持増進する

ための用途地域、都市の不燃化のための防火地域、都市機能

を高めるための高度利用地区などの地域地区があります。 

【都市施設】 

都市施設は、道路・下水道・公園・ごみ焼却場など都市生

活や都市機能にとって不可欠な施設です。 

【市街地開発事業】 

まちづくりを面的・総合的に整備するのが市街地開発事業

で、土地区画整理事業・市街地再開発事業などをいいます。 

【地区計画】 

地区レベルにおいて良好な市街地の形成または保全を図

ることを目的としています。

 

 

 

■都市計画と市民参加 

 

 

都市計画を定める場合、広く市民の意見・考え方を取り

入れることが大切です。 

このため、都市計画の決定に際し説明会などを必要に応

じ開催するとともに、計画案の縦覧を行っています。     

 また、土地区画整理事業なども事業計画の縦覧や審議会

の設置など、市民参加の場を設けています。 

今後ともより多くの市民参加の場と機会を設け、よりよ

い都市計画を進めていく考えです。 

 

 

 

 

 

 
【市 民】 

 
 
 
 

説明会参加 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

意見書提出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
【帯広市】 

 
素案の作成 
 
 
地域説明会 
 
 
都市計画審議会 
 
 
原案の作成 
 
 
 
    
 
案の縦覧 
 
 
都市計画審議会 
 
 
知事（同意）協議 
 
 
都市計画決定 
 
 
縦覧 

     

 
【北海道】 

 
都市計画課下協議 
 
 
 
 
 
 
 
 
都市計画課事前協議 
 
 
事前協議回答 
 
 
 
 
 
 
 
 
協議 
 
 
回答 
 
 
 
 

 

▌都市計画決定の手続き（市決定の例）▐ 

   ９ 



 
▌都市計画法による都市計画一覧表▐ 

１０ 



■都市計画制限 
都市計画決定されたものについては、その計画内容に沿って開発や建築物について規制・誘導することになります。 

また、都市施設、市街地開発事業等の計画については、順次事業化を図るとともに、将来における都市計画事業の円滑な

執行の確保のため、都市計画施設等の区域内において建築制限を加えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▉都市計画制限▉ 

■開発許可制度 
 都市計画法に開発許可制度が設けられており、一定規模以上
の開発行為については開発許可を受けるものとし、市街化調整

区域内は原則として許可されないものとしています。 

■建築制限 
 用途地域・高度地区等の地域地区については、建築基準法そ
の他関係法令に基づき、建築物の用途制限・形態制限等がかか

ります。 

■都市計画施設等の区域内の建築制限 

 狭義の都市計画制限と言われるもので、都市計画法により、
計画決定した都市施設・市街地開発事業の区域内に建築物を建
築するときは許可が必要です。 

■土地対策 

●土地基本法・国土利用計画法 

 平成元年に制定された土地基本法では、土地対策を進めてい

くにあたって「土地についての基本理念」として、①公共の福

祉の優先②適正・合理的及び計画的な利用③土地の投資的取引

の抑制④開発の利益に応じた適切な負担を求めています。こう

した基本理念に基づき、国土利用計画法では、土地政策の目標

をこれまでの地価抑制から土地の有効利用による適正な土地利

用の推進へと変更しました。このような状況下、平成 10年に国

土利用計画法が改正され、国土利用計画法の届出制については、

原則として事後届出制に移行しました。 
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 2,000㎡以上

 5,000㎡以上

10,000㎡以上

面 積

※個々の取引面積は小さくても、合計し
　ていくと上記面積以上となる一団の土
　地取引は個々の取引も届出が必要です。

市 街 化 区 域 内

市街化調整区域内

そ の 他 の 区 域 内

対 象 区 域 ●公有地の拡大の推進に関する法律
　（公拡法）

　この法律は公共団体が道路、公園、
下水道、学校等の公共施設の整備を計
画的にすすめるため、一定規模以上の
土地譲渡届出により、土地の先行取得
を行う制度です。

下記(1)、(2)、(3)、(4)において定める200㎡以上の土地

(1)　都市計画で定められた都市施設(道路、公園、学校
　等)の区域内にある土地
(2)　それぞれの法律の手続により定められた道路、公園
　等の区域内の土地
(3)　史跡、名勝、天然記念物の区域内で知事が指定し公
　報で告示したもの
(4)　生産緑地地区の区域内に所在する土地
(5)　市街化区域内にある5,000㎡以上の土地を譲渡する
　とき
(6)　市街化調整区域内にある10,000㎡以上の土地を譲渡
　するとき

10,369 ha 100.0 %

4,261 ha 41.1 %

6,108 ha 58.9 %

約 4,267 ha 100.0 %

〃 929 ha 21.8 %

〃 70 ha 1.6 %

〃 377 ha 8.8 %

〃 863 ha 20.2 %

〃 655 ha 15.4 %

〃 379 ha 8.9 %

〃 33 ha 0.8 %

〃 127 ha 3.0 %

〃 144 ha 3.4 %

〃 192 ha 4.5 %

〃 144 ha 3.4 %

〃 354 ha 8.2 %

工 業 地 域

区　　　分

都市計画区域

工 業 専 用 地 域

用途地域

第 ２ 種 低層 住居 専用 地域

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第 １ 種 住 居 専 用 地 域

第 ２ 種 住 居 専 用 地 域

準 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

割合面積

市 街 化 区 域

市 街 化 調 整 区 域

第 １ 種 低層 住居 専用 地域

・土地利用 

 

 

■市街化区域及び市街化調整区域  

 

 

都市の無秩序な拡大（スプロール現象）を防止し、秩序あ

る都市形成を図るために、昭和43年に都市計画法が全面改正

され、帯広圏では昭和45年に市街化区域と市街化調整区域の

区分（線引き）を定めました。さらに昭和52年度、58年度、

平成２年度、８年度、15年度、22年度、令和２年度には全体

的な見直しを行い、現在の区域が定められています。 

 

【市街化区域】 

 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむ

ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域です。 

 ここでは、土地区画整理事業その他の市街地開発事業や公

共施設の整備を行うほか、開発行為も一定の基準を満たすもの 

は許可されます。 

 

【市街化調整区域】 

市街化調整区域は、市街化を抑制する区域です。このため、 

原則として開発行為は禁止され、公共施設も市街化を促進する 

ような整備は原則として行いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                 

 

▌国土利用計画法に基づく届出対象面積▐ 

市街地 

▌公拡法に基づき届出が必要な土地▐ 

▌市街化区域等面積一覧▐ 

１２ 



■用途地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途地域は、将来の都市形成に向けて市街地における建築

物をそれぞれの用途ごとに合理的に配置し、雑多な建築物が

混在することを防ぐため、地域ごとに建築物が建てられる最

低限のルール（用途制限及び形態制限）を定めたものです。 

現在の用途地域は、都市計画法・建築基準法の改正により

昭和 48年に全面指定替が行われ、さらに昭和 52年・58年、 

平成４年には全面的な見直しが行われています。 

また、平成４年６月に都市計画法、建築基準法が改定さ

れ、平成７年には新用途地域の決定が行われています。 

さらに、平成 30年に新たな用途地域として田園住居地域

が創設されましたが、本市では指定していません。 

１３ 



 

１４ 

なお、地区計画により、建築物等の制限を行っている地

域がありますので留意して下さい。 



 

■防火地域及び準防火地域 

 

防火地域及び準防火地域は、市街地を火災の危険から守る

ため、建築物を構造面から規制し、都市の不燃化、延焼防止、

災害時の避難路の確保等を目的として指定しています。 

 防火地域は、商業地等の建築物の密集した火災危険率の高

い市街地に指定しており、その面積は22haです。また、準防

火地域は、比較的中層建築物が多い商業地及び市街地に広範

囲に指定しており、その面積は531.0haです。 

 本市の場合、昭和26年に準防火地域を市街地の中心部に指

定し、その後45年に準防火地域を拡大しました。昭和48年に

は、商業地域の中心部に防火地域を指定し、準防火地域に大

空団地と緑ヶ丘地区を含めました。昭和59年には、商業系の

用途地域の拡大に伴い準防火地域を広げ、平成７年には新用

途地域の決定に伴い、現在の防火・準防火地域に決定しまし

た。 

 

市街地中心部 

防火地域及び準防火地域図 

   １５ 

①延べ面積が50㎡以内の平屋建の付属
　建築物で外壁、軒裏が防火構造のも
　の
②卸売市場の上屋、機械製作工場で主
　要構造部が不燃材料で造られたもの
　、その他これらに類似のもの
③高さ2ｍを越える門、塀で不燃材料
　で造り、又は覆われたもの
④高さ2ｍ以下の門、塀

上欄(い)、(ろ)の構造制
限を受けないもの

(は)

階数が3以上又は延べ面積が100
㎡を越える建築物

耐火建築物とするもの(い)

(ろ)
耐火建築物又は準耐火建
築物とするもの

上記(い)以外の建築物

（は）に
該当する
ものを除
く

延べ面積が500㎡を越え1,500㎡
以下の建築物

(ろ)

地階を除く階数が4以上又は延
べ面積が1,500㎡を越える建築
物

耐火建築物とするもの

耐火建築物、準耐火建築
物又は防火上必要な技術
的基準に適合する建築物
とするもの

地階を除く階数が3である建築
物

(は)

■

防

火

地

域

■

準

防

火

地

域

構 造 制 限 の 区 分 対 象 建 築 物 な ど

高さ2ｍを越える門、塀で延焼のおそれの
ある部分(隣地境界線などから3ｍ以内)

不燃材料で造り、又は覆
うもの

(ほ)

外壁、軒裏で延焼のおそ
れのある部分を防火構造
とするもの

上欄(い）、(ろ)以外の木造建築物(に)

看板、広告塔、装飾塔、その他類似の工
作物で屋上に設けるもの、又は高さが3ｍ
を越えるもの

上表(は)
欄②の建
築物を除
く

(い)

耐火建築物又は準耐火建
築物とするもの

主要部分を不燃材料で造
るか又は覆うもの

(に)



■特別用途地区 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■高度利用地区 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■駐車場整備地区 

 

 

 

高度利用地区は、都市の合理的な土地利用計画に基づき、

建築物の敷地等の統合を促進し、小規模建築物の建築を抑

制するとともに、建築物の敷地内に有効な空地を確保する

ことにより、用途地域内の合理的かつ健全な高度利用と都

市機能の更新を図ることを目的としています。 

都市における自動車の増加に伴い、都心部の路上駐車が円

滑な道路交通をさまたげています。そこで都市における自動

車の駐車のための施設整備を図るため、駐車場法に基づき駐

車場整備地区を定めています。 

本市では、ＪＲ帯広駅を中心とする交通結節点機能をはじ

め、商業・業務・医療機関など都市機能が集積した都心部に

約127haを指定しています。 

地区内では、都市計画上必要な公共駐車場を整備するとと

もに、附置義務条例を制定し、駐車需要に応じた駐車場整備

を促進しています。 

 

高度利用地区指定区域図 

特別用途地区とは、用途地域内の一定の地区において、

その地区の特性にふさわしい土地利用の増進と環境の保護

等を図るため、用途地域の指定を補完して定める地区です。

用途地域による建築用途規制に、さらに制限を加えていま

す。 

帯広市の特別用途地区は、「大規模集客施設制限地区」と

して、準工業地域（一部地域を除く）に約152haを指定して

います。 

地区内では、大規模集客施設（床面積の合計が10,000㎡

を超える店舗、飲食店、映画館、遊戯施設等）の建築が制

限されています。 

特別用途地区指定区域図 

１６ 

駐車場整備地区指定区域

図  駐車場整備地区 

高度利用地区

（駅前南地区）

高度利用地区

（西３・９周辺地区）

以下 以上 以下 以上
約 3.9

50/10 20/10 8/10 200㎡

計 約 8.8

200㎡

以上

20/10

以上

8/10

以下以下
約 2.0

200㎡

以上

200㎡

以上

30/10

以上

20/10

以上

8/10

以下

8/10

以下

65/10

以下

50/10

以下

50/10

面　積

（ha）

種　　類

約 0.8

約 2.1

高度利用地区

（二八西地区）

高度利用地区

（駅前北地区）

建築物の延べ面積の

敷地面積に対する割
合の最高限度及び最

低限度

建築物の

建築面積

の敷地面

積に対す
る割合の

最高限度

建築物の

建築面積
の最低限

度
最高限度 最低限度



■地区計画 

  

地区計画は、地区レベルにおいて公園等の地区施設と建物の

用途等についての一体的・総合的な計画を定め、その計画に基

づいて建築行為または開発行為を誘導・規制することにより、

秩序ある良好な市街地の形成を図ることを狙いとしています。 

 それまでのまちづくり制度は、用途地域によるおおまかな土

地利用や、道路・公園・下水道などの都市の根幹をなす施設の

整備といった都市の骨格を定める内容が中心でした。 

 これに対して“きめ細かなまちづくり”を行うため、昭和55

年の都市計画法改正によって、地区計画制度が創設されました。    

 この地区計画は、地区の特性に合わせて、良好な街区として

の環境整備を図るため、区画道路、小公園、広場などの配置計

画や建築物の用途、高さ、壁面の位置、形態、敷地の規模など、

地区のきめ細かなルールが定められており、市民参加に基づく

身近な都市計画の内容になっています。 

 本市では、令和２年10月現在、43ヶ所、1,051.3haについて地

区計画の適用を行っています。 

稲田川西地区 

▌地区計画決定の手続▐ ▌地区計画箇所一覧図▐ 
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帯
広
市

意見・不満・要望・提案

調整・検討

住

民

現況調査

基礎資料の作成

まちづくりの提案

地区計画の素案の提示

素
案
の
検
討

帯
広
市

住

民

帯
広
市

住

民

地
区
計
画
の

原
案
の
作
成

【地区計画の原案の作成】

地
区
計
画
の
原
案
の
作
成

原
案
の
公
告
・
縦
覧

（
縦
覧
期
間
２
週
間
）

地
区
計
画
の
案
の
作
成

（
帯
広
市
）

地
区
計
画
の
案
の
公
告
・
縦
覧

（
縦
覧
期
間
２
週
間
）

地
区
計
画
の
案
の
確
定

（
帯
広
市
）

地
区
計
画
の
都
市
計
画
決
定

（
告
示
・
縦
覧
）

関
係
権
利
者
の
意
見

（
公
告
の
日
か
ら
３
週
間
以
内
）

帯
広
市
都
市
計
画
審
議
会

（
学
識
経
験
者
な
ど
で
構
成
）

住
民
等
の
意
見

（
縦
覧
期
間
中
）

帯
広
市
都
市
計
画
審
議
会

（
手
続
き
条
例
に
基
づ
く
意
見
）

（
都
市
計
画
に
基
づ
く
意
見
）

【地区計画の原案作成から地区計画の都市計画決定までの流れ】
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・都市施設 

 

 

 

■交通体系 

 

 

 

 

 

都市交通は、市民生活や経済活動などを支える基本的なも

のであり、将来の輸送需要に十分対応できる輸送機関と道路

網がそれぞれの性格や役割に応じて適切に配置され、その機

能を果たす必要があります。 

 本市では、効率的な都市活動を営めるよう人間優先を基調

としつつ、安全で良好な交通環境の確保に向け、土地利用と

の整合性をとりながら、総合的に施策を推進しています。 

また、広域都市計画区域を構成している音更町・芽室町・

幕別町の周辺３町とともに、東西・南北の国道網と、道道を

主体とする環状線の４放射１環状を骨格道路として位置付

け、広域交通の円滑化を進めています。 

 

 

人口減少・少子高齢化の進行や、地球環境問題の深刻化、

高速道路整備の進捗など、交通を取巻く環境は大きく変化し

ていることから、市では、道路網の再編、再構築や省資源、

省エネルギーの交通体系の整備を進めています。 

帯広圏域間交通量関連図(平成 17年) 

31,488
8.6

音更町

21,141
5.8

幕別町

18,025
4.9

芽室町

204,954
55.8

帯広市

840
0.2

24,529
6.7

24,748
6.7

36,214
9.9

3,220
0.9

1,993
0.5

合計：367,152
　　　　（台トリップ/日）
　　　　下段は構成比（％）
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■都市計画道路 

  

道路は都市の動脈として、交通・輸送を確保するほか、上水

道・下水道・電気・ガス等の埋設場所や災害時の避難通路ある

いは地域におけるコミュニティ路としての役割など多くの機

能をもっています。また、都市の形態を方向づける重要な施設

でもあります。 

都市計画道路は、将来（おおむね20年後）の発展を予想して、

都市計画法に基づき決定される幹線道路網の計画であり、市

街地の発展に応じて逐次事業を進めていかなければならない

ものです。 

しかし、最近の道路に対する市民ニーズは本来道路が担っ

ている自動車交通の円滑な処理と同時に、誰もが安全で安心

して利用出来る歩行空間の充実や、地球温暖化防止に向け、自

然と共生し、環境への負荷を抑えたやさしいみちづくりが求

められています。 

本市の都市計画道路は、昭和19年に決定されて以来、平成元

年のＪＲ連続立体交差にともなう道路網の変更や平成22年の

都市計画道路の見直しなど、数次の都市計画変更を経て現在

では85路線、総延長約193.2㎞に達しています。 

 

弥生新道 

共栄通 

弥生通 

２０ 

R2.10現在 

▌都市計画道路▐ 

区 分 国 道 道 道 市 道 合 計

都市計画決定延長 23.2km 36.9km 133.1km 193.2km



■都市高速鉄道 

 

 

 

 

本市の都心部は鉄道の北側に位置していますが、市街地の

発展とともに鉄道以南に人口が集中していることに加え、都

心部への南北幹線道路は２路線しかなく交通量が限界に来て

いました。また、市街地においても西部地区の住宅地開発に

伴い、踏切での交通渋滞が発生しており、抜本的かつ早急な

解決が望まれていました。 

 この交通問題の解消と市街地の一体化を図るため、連続立

体交差事業等に取り組み、平成８年 11 月 24 日に高架橋が供

用開始され、交差道路の整備が行なわれました。 

 事業効果等は次のとおりです。 

１）道路交通 
   鉄道高架化区間（6.2km）内には、９箇所の踏切と２箇所の立体交差(大

通跨線橋、西５条アンダーパス)がありましたが、これらを撤去した後、

30路線の交差道路が整備され、円滑な道路交通が確保されました。 

 

２）土地利用                                              

   駅周辺では、土地区画整理事業の導入により、鉄道施設跡地の解放に

よる都市的土地利用が可能になるとともに、駅周辺の都市開発が促進さ

れます。 

鉄道により分断されていた地域が一体化するため、周辺住民等の利便

性が向上します。鉄道高架下を利用して、駐輪場や観光バスプール等が

整備されています。 

 

この事業は、将来のまちづくりに非常に大きな影響を与え

るため、土地利用や市街地整備計画との整合は勿論、市民の

理解と協力を得て進めてきました。 

帯広駅北口 

鉄道高架 
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■公園緑地 

 

 

 

 

公園や緑地は、都市生活にうるおいと快適な環境を与える

憩いの場・レクリ工－ションの場として、また災害時の

避難場所としての役割を果たす“緑のオープンスペース”

です。 

都市公園には、地域の子供からお年寄りまで幅広く利用す

る目的の「街区公園」、近隣に居住する市民が利用する目的の

「近隣公園」、徒歩圏内に居住する市民が利用する目的の「地

区公園」、規模が大きく広く市民が利用する目的の「総合公園」

などがあります。 

本市では、昭和 25 年に緑ヶ丘公園を都市計画決定したのを

はじめとして、その後数次にわたり追加・変更を行ってい

ます。主なものとして、昭和 31 年「河南公園」、昭和 47 年

「西町公園」、昭和49年「帯広の森」、同年「十勝川及び札内川

の河川緑地」、昭和 51 年「大山緑地」、昭和 52 年「工団緑地第

１号」などが決定されています。 

うるおいのある都市環境の創出のため、市街地を囲む

「帯広の森」「河川緑地」を基本に都市内部の緑のネット

ワークづくりを積極的に進めています。また昭和60年に「緑

のまちづくり条例」を施行しました。 

帯広市緑のまちづくり条例 

緑のまちづくりは市民が中心となって推進されるものであ

り、昭和50年以来30年間にのべ14万８千人の市民参加によって約23万本

の苗木を植栽した「帯広の森市民植樹祭」は、その象徴であり

ます。「まちの中に緑を」の発想より一歩進んで「緑の中にま

ちを」創ろうとする「帯広の森づくり」を通じて北方の

風土に根ざした自前の文化を育むまちづくりを進めたいと考

え「緑のまちづくり条例」を制定しました。 

<主な内容> 

１．緑の保全地区・保存樹木の指定 

２．公共施設等の緑化 

３．宅地造成等の緑化 

４．工場その他の事務所等の敷地内の緑化 

５．緑化推進地区の指定 

６．良好な緑の環境を確保するための緑の協定 

７．緑の中でのレクリエーションなど緑の活力の利用 

８．「緑の月間」「記念植樹」「緑の推進委員」などによる緑の

市民運動の推進 

 

２２ 

備　　考

街区公園 30.23 ha 29.77 ha 河南公園など139箇所

近隣公園 50.50 50.50 東公園など17箇所

地区公園 13.00 11.40 機関庫の川公園など３箇所

都市基幹公園 総合公園 458.40 399.50 帯広の森など３箇所

777.06 225.98 大山緑地など35箇所

墓　 園 79.84 55.01 緑ヶ丘墓地など３箇所

1409.03 772.16   R2.10現在

特 殊 公 園

合　　　　　計

計画決定面積 供用面積区　　　分

住区基幹公園
基 幹 公 園

都 市 緑 地



■帯広の森 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●帯広の森 

 

帯広の森は市街地南西部に位置し、総面積 406.5ha、幅約 550m、

延長約 11kmの規模で、十勝川や札内川と連携して市街地を包み

込むように配置されており、宅地の郊外部への無秩序な開発を

防ぎ、都市部と農村部を区分し、双方の交流の場としての役割

を担っています。 

また、都市林の持つ公害抑制や環境の保全機能を持ち、市民

の憩いの場、学習の場、交流の場、スポーツの場などとして、

幅広く利用されています。 

整備にあたっては、昭和 50年から市民植樹祭を開催し、平成

16年まで 30回 のべ 14万８千人の参加により 23万本を植樹し

ました。平成３年からは市民育樹祭を開催し、平成 17年まで 15

回 のべ１万３千人が参加しました。 

現在は、市民や企業・団体等による市民協働の森づくりが行

われています。 

●帯広の森・はぐくーむ 

 

 帯広の森・はぐくーむは、帯広の森の育成管理、利活用の拠

点として、平成 22年４月に供用を開始しました。 

帯広の森をフィールドとし、環境教育の実践の場として、市

民や学校等を対象に、間伐などの森づくり体験、自然観察等の

プログラムを実施するほか、木工、ウォーキング等の森に親し

む行事を開催しています。また、帯広の森に関する様々な情報

を発信しています。 

帯広の森 

間伐体験 

帯広の森・はぐくーむ 
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■緑ヶ丘公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●みどりと花のセンター 

  

みどりと花のセンターは、緑ヶ丘公園を訪れる方々のための休憩する場と、公園や緑化にかかわる情報提供の場として、

樹木や草花の観賞、緑の健康診断員による樹木や花などの相談、緑の健康講習会、緑化パネルの展示など、みどりに関す

る様々な情報を提供しています。 

２４ 

みどりと花のセンター 緑の健康診断員による講習会 

●児童会館 

  

児童会館は、昭和 39年に開館した科学展示室、プラネタリウム、科学実験室、

天文台、宿泊室、講堂、実習室、食堂を備えた青少年の研修施設です。 

●野草園 

  

野草園は、昭和 33 年に開園し、約 43,530 平方メートルの敷地に 82 科 375

種あまりの野草樹木が自生しており、開拓期以前の自然の姿を伝えています。 

●帯広百年記念館 

  

帯広百年記念館は、昭和 57 年に開館した博物館と創作活動拠点の複合施

設です。帯広・十勝の自然や歴史、産業を紹介する常設展示室や陶芸実習室、

アイヌ民族文化情報センター「リウカ」などがあります。 

 

帯広百年記念館 

児童会館 

野草園 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 グリーンパーク 

●グリーンパーク 

  

刑務所跡地整備の一環として造成されたのがグリーンパークです。長さ約 400ｍ、幅約 200ｍの長方形で、面積は約８ha、

甲子園球場が２つ入る広さをもち、全面芝生の多目的広場として利用されています。 

 また、昭和 56年に市民の手で 400ｍベンチを完成させ、ギネスブック（1983年版）に掲載されました。 

 その後、平成６年には市民の手によるベンチの再生を実施しています。 

●おびひろ動物園 

  

おびひろ動物園は、昭和 38 年に開園し、キリンやホッキョクグマなどの大型

動物から、ふれあいのできる小動物なども展示しています。そのほか、遊園地や

植村直己記念館もあります。 

●北海道立帯広美術館 

  

北海道立帯広美術館は、平成３年に開館した北海道立の美術館として５館目の

施設です。道東ゆかりの作家の作品や近現代の版画を中心としたプリントアート

のコレクションが充実しています。 

おびひろ動物園 
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北海道立帯広美術館 



主要幹線（白樺通） 

自転車歩行者専用道路（北栄グリーンロード） 

■自転車歩行者道 

●自転車歩行者道利用環境整備 

 本市では、「歩きやすく、自転車が使いやすいまちづくり」

を実現するため、自転車交通を円滑に安全かつ効率的に処理

することで自転車利用を推進し、自然環境へ配慮したエネル

ギー負荷の少ない環境にやさしいまちづくりを進めていま

す。 

【主要幹線】 

 自転車交通需要が多く、駅と学校や大型商業施設等をつな

ぐ骨格路線として、白樺通や弥生新道、栄通などがあります。 

【幹線】 

 自転車交通需要が比較的多く、学校や大型商業施設に隣接

し、主要幹線を補完する路線として、西５条通や新緑通、弥

生通などがあります。 

【自転車歩行者専用道路】 

 サイクリングやジョギング、散策等の目的に適した専用道

路として、とてっぽ通や北栄グリーンロードなどがあります。 

 このほか、近隣町村や郊外地を結ぶ広域連絡道路と主要幹

線や幹線以外の一般的な都市計画道路である補助幹線を含

めて自転車歩行者道のネットワークを形成しています。 
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とてっぽ通り（いこいの小径） 

とてっぽ通り（せせらぎの小径） 

●とてっぽ通り 

 “とてっぽ”の愛称で市民に親しまれ、十勝産業の発展に

寄与してきた十勝鉄道の廃止（昭和 52年）に伴い、その跡地

の一部を自転車歩行者専用道として整備しました。 

 市の稲田地区から駅南にかけての延長 1,870m、幅 18.18m

の用地に当時のおもかげを再現しながら、自転車道と歩行者

遊歩道が整備されており、緑と水を豊富に取り入れた都市の

オアシスとして、また、催し物広場、災害時の避難場所など

多目的な空間として多くの市民に利用されています。 

 

 

 

 

とてっぽ通概要図 
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■上水道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■下水道 

本市の水道事業は、札内川の伏流水を水源として昭和27年

に給水計画人口４万人、１日最大給水量９千ｍ³で事業に着手

し、清浄で豊富低廉な水の供給をはかってきました。その後、

都市の発展に伴い３次にわたる拡張事業を行なってきました

が、将来の水需要に対応するため、昭和56年に帯広市を含む

近隣６町村からなる十勝中部広域水道企業団を発足し、広域

水道施設の建設に着手するとともに、昭和58年度からは当企

業団から受水するための第４次拡張事業を実施して、平成７

年４月より受水を開始しています。 

また、老朽化した配水管の更新や配水池などの耐震化を行

なっており、災害に強い施設整備を進めています。 

下水道は、都市の静脈として住みよい生活環境の基盤的施

設です。 

本市は、昭和 34 年市街地約 216 ㏊の下水道事業に着手し、その

後、昭和 44 年の新都市計画法の施行に伴い、市街化区域の下水

道施設の計画決定を要することとなったため、下水道基本計

画を策定し、これに基づく事業計画を策定し施設整備を図っ

てきました。昭和 52 年十勝川流域下水道事業がスタートした

ことに伴い、本市の下水道も流域事業との整合を図り、平成

21年に認可区域の拡大を行い、十勝川流域関連処理区約 3，532ha、

帯広川処理区約 806haの合計約 4,338haについて事業を進めてい

ます。 

 

●十勝川流域下水道（十勝川浄化センター） 

 帯広市など４市町の下水を一括処理するため、昭和 55年１月

から稼動している終末処理場です。帯広市など 19市町村のし尿

や浄化槽汚泥を処理していた中島処理場の老朽化に伴い、セン

ター敷地内に受入施設を建設し、平成 30年４月から下水との共

同処理を開始しています。 

 

稲田浄水場（帯広市稲田町） 

▌下水道事業進捗状況▐ 

▌上水道給水状況▐ 

R2．3現在 

R2,10現在 データは全て市街化区域内のみ（特環も除外） 
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計 画 給 水 人 口 202,100 人

計 画 １ 日 最 大 給 水 量 113,050 ㎥

行 政 区 域 内 人 口 165,384 人

給 水 区 域 内 人 口 162,014 人

給 水 人 口 161,900 人

普 及 率 99.9 ％

年 間 総 配 水 量 15,983,544 ㎥

１ 日 平 均 給 水 量 43,671 ㎥

１ 日 最 大 給 水 量 48,659 ㎥

有 収 水 量 14,614,783 ㎥

有 収 率 91.4 ％

管渠 整備 処理

延長 面　積 進捗率 人口 人口

都市計画決定面積 ー 4,261ha ー ー ー

事 業 認 可 計 画 846km 4,338ha ー 150,700人 150,700人

令 和 元 年 度 末 748km 4,300ha 99.1% 157,548人 157,548人

区　　分
整備面積



 

 

 

 

 

 

 

 

■その他の都市施設 

 

 
●一般廃棄物中間処理施設（くりりんセンター） 

帯広市など６市町村から排出されたごみを共同処理するため

に設置された一般廃棄物の中間処理施設です。焼却炉（110t/日

×３炉）と大型・不燃ごみ破砕処理施設（110t/５h）を備え、

平成８年 10月から稼働しています。現在は、13市町村のごみを処

理しており、令和元年度は 7.7万 t（210.2t/日）の処理を行って

います。 

●資源ごみ中間処理施設（十勝リサイクルプラザ） 

帯広市など７市町村から排出分別収集された容器包装などの

資源廃棄物を選別・圧縮・梱包・保管し、再商品化事業者に引

き渡すために設置された資源ごみの中間処理施設で、平成 15年

４月から稼動しています。現在は、８市町村の資源ごみを処理し

ており、令和元年度は 1.3 万 t（52.2t/日）の処理を行っていま

す。 

●市  場（帯広魚菜卸売市場） 

 生鮮食品等の集分荷機能と適正な価格で、安定した供給を 

はかるため、昭和 44年に現在の場所で業務を開始し、今では青果、

水産物や花木を取り扱う十勝の中核的拠点卸売市場になってい

ます。 

●と 畜 場（十勝総合食肉流通施設） 

 畜肉流通機構の近代化と新鮮な食肉の安定供給のため、公社

方式による食肉流通施設を新たに建て、昭和 54年操業を開始し、

令和元年度実績で約９万２千頭の処理をしています。また、十

勝第３工場が令和元年５月 31日付で厚生労働省より対米輸出食

肉を取り扱うと畜場及び食肉処理場の認定を受けています。 

●火 葬 場 

本市の火葬場は、昭和 63 年に建設されたものであり、火葬炉６

基を備えています。 

くりりんセンター 

その他の都市施設位置図 
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十勝リサイクルプラザ 

くりりんセンター 

十勝総合食肉流通施設 

帯広魚菜卸売市場 

帯広市火葬場 

帯広川下水終末処理場 

●帯広公共下水道（帯広川下水終末処理場） 

 市中心部の人口の緊密な区域を処理区とする下水処理場とし

て昭和 40 年７月にし尿処理の運転を開始しました。昭和 54 年

からは下水のみを処理しています。 

 



・市街地開発 

  

 

                                              

 

 

 

 

■土地区画整理事業 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行面積 宅地面積

（㎡） （㎡） 道路 公園 その他 合計

個人施行 51 2,932,394 2,001,406 819,778 89,845 21,365 930,988

（内、施行中） - - - - - - -

組合施行 23 7,838,955 5,166,048 2,157,501 315,193 200,213 2,672,907

（内、施行中） - - - - - - -

市施行 6 1,634,253 1,065,292 502,847 45,011 21,103 568,961

（内、施行中） - - - - - - -

合計 80 12,405,602 8,232,746 3,480,126 450,049 242,681 4,172,856

（内、施行中） - - - - - - -

【土地区画整理事業実施一覧】

区分 地区数
公共用地面積（㎡）

R2.3現在  

市街地開発事業は、市街化区域内の一定の地域について地

方公共団体などが総合的な都市計画に基づき適正な土地利用

を図り、公共施設の整備と宅地の効率的利用を進める総合的

な開発事業です。 

 都市化が急激なところでは、道路、公園、下水道などの生

活環境整備のないまま無秩序な宅地化が懸念されます。 

土地区画整理事業は、このような無秩序なまちを改善した

り、前もって良好な生活環境を整えた宅地開発をするために、

地区内に新たに道路、公園などを、地区住民みんなで用地を

出し合って整備し、また個々の宅地を整形化し、住みやすい

まちに整えるものです。 

 本市の都市計画決定している土地区画整理事業は、昭和 38

年の西第一北に始まり 13区域 832.9haが決定され、全ての区

域において事業が完了しています。また、昭和 45年市街化区

域が決定してから民間施行が盛んになり、現在、個人施行で

は、51 地区 293.2ha、組合施行では、23 地区 783.9ha が完了

しています。 
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■新住宅市街地開発事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市街地再開発事業 

 

 

 この事業は、人口集中の著しい市街地の周辺地域において、

居住環境の良好な住宅を大規模かつ計画的に供給することを

目的としています。 

 本市では、人口増加に伴いおよそ3,000戸の住宅不足が見込

まれ、昭和41年南帯広新住宅市街地開発事業として大空団地

の造成が決定されました。この団地は、昭和42年に事業着手、

総面積103ha、計画人口１万人、約2,700戸の計画で公共施設

の上・下水道、道路、公園といった生活基盤の整備をはじめ、

商店などサービス施設を完備したゆとりある住宅団地として

造成されました。 

市街地再開発事業は、既成の市街地で木造の建物が密集し

て不合理な土地利用となっている場合に、これを改善するた

め防災的な高層建築物と公共施設をつくり、土地の立体的・

合理的利用を図るものです。 

 本市では、西２条南８丁目西側の中心商店街で「帯広二・

八西地区第一種市街地再開発事業」が進められました。この

地区(0.8ha)は商業機能の低下がみられ、本事業により中心商

店街の核づくりと活性化を目的として実施されたものです。

なお、建築物(42,081 ㎡)は、220 台収容の地下駐車場を設置、

敷地面積の約 25％を広場・通路として確保するなど公共的施

設整備を行い、昭和 56年に完成しました。 

 平成 21年度には開広団地地区の市街地再開発事業の都市計

画決定し、平成 26年度に完成しました。 

 また、平成 29年度には、西３・９周辺地区の市街地再開発

事業の都市計画決定を行いました。 

開広団地地区 

▌再開発事業の手続▐ 

３１ 



 
 

■開発行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市の無秩序な市街化を防ぎ健全な発展と秩序の形成をはかる市街化区域及び市街化調整区域の制度を担保するものと

して、開発許可制度を設けています。 

開発行為は、市街化区域内の開発については面積 1,000 ㎡以上が許可対象となります。また、市街化調整区域では農林

漁業の用に供するものなど一定の開発行為以外は厳しく制限されています。 
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■その他の公共施行団地 

 

 

 

 

 

 

● 柏林台団地 

柏林台団地は、戦後の帯広市の急激な人口増加に伴う住宅

不足から、昭和 34～41年にかけて、計画的団地としては市内

で最も早く造成され、公営住宅を中心に郵政省、JR等の官舎、

戸建て住宅地、文教施設等により構成された団地です。 

 

 

● 開広団地 

明治 40年から操業開始した帝国製麻帯広工場は市勢の発展

と麻製品の衰退から、昭和 40年、工場敷地（約 18ha）が開放

され、十勝のシビックセンターとして多くの官公庁施設が集

約されました。  

市立施設 ／小学校 

官公庁施設／市庁舎、帯広開発建設部庁舎、消防庁舎、 

       合同庁舎、財務事務所、税務署 

その他施設／卸売センター、厚生病院 

 

● 大空団地 

大空団地は、公共施設が完備された 2,700 戸の住宅建設用

地として、昭和 42年から５カ年計画で約 103haを造成し、分

譲を行いました。 

 

● 工業団地 

市内中小工場の集約化と新規工場の誘致を図るため、昭和

37 年より西帯広地区に「緑の工場公園」として約 219ha の帯

広工業団地を造成し、引き続き、昭和 56年よりこの工業団地

に隣接する約 43haの新帯広工業団地を造成しました。 

また、平成 29年に市所有の分譲地が完売したことから、平

成 30年より帯広市西 19条北工業団地の造成を開始しました。 

 

●物流業務団地       

物流業務の拠点基地として、流通業務の振興と都市計画の

推進を図るため、西帯広貨物駅ヤードを取得し、昭和 49年に

物資流通業務団地、平成３年に新物資流通業務団地を造成し、

約 28haの分譲を行いました。 

 

● 公園東町団地 

帯広刑務所が、昭和 50年に建築交換方式により、郊外へ移

転したことから、跡地約 33ha に住宅団地を造成し、昭和 54

年に完了しました。 

 

柏林台団地 
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・都市景観 

 

 

年  度 内              容 

昭  和  59  年 
平  成  元  年 

２  年 

 
３  年 

 

 
４  年 
５  年 

６  年 
６～７ 年 
８  年 

９  年 
11  年 
12  年 

 
13  年 
 

14  年 
 
15  年 

 
16  年 
17  年 

 
 
18  年 

19  年 
20  年 
21  年 

22  年 
25  年 

令和      元  年 

都市景観表彰制度を創設 
都市景観講演会開催 
庁内に都市景観推進研究会を設置（景観資源の調査、市民意識調査の実施、基本方針の作成） 

都市景観シンポジウム開催 
都市景観基本計画を策定 
都市環境デザイン委員会を設置 

都市景観シンポジウム開催 
都市景観整備計画を策定 
都市環境調査を実施 

都心部景観デザインマニュアルを作成 
景観フォーラム開催 
帯広市公共サイン計画を策定 

帯広市都市景観形成に資する公共施設・公共サイン推進要綱を施行 
帯広市公共サイン整備計画を策定 子供たちによる遊び場づくり推進事業を実施（北栄小学校） 
公共サイン整備事業を実施 

子供たちによる遊び場づくり推進事業を実施（柏小学校） 
公共サイン整備事業を実施 
子供たちによる遊び場づくり推進事業を実施（緑丘小学校） 

公共サイン整備事業を実施 
公園大通景観グレードアップ事業を開始 
公共サイン整備事業を実施 

子供たちによる遊び場づくり推進事業を実施（つつじが丘小学校） 
公園大通景観グレードアップ事業を実施 
公園大通景観グレードアップ事業を実施 

子供たちによる遊び場づくり推進事業を実施（光南小学校） 
まちづくりデザイン賞を創設（都市景観賞を改編） 
公園大通景観グレードアップ事業を実施 

公園大通景観グレードアップ事業を実施 
都市景観基本計画の時点修正 
景観法を活用したまちづくり講演会を開催 

キラッと帯広 景観百選マップ作成 
都市計画課 Facebook、「おびひろのこと」開設 
都市計画課 Instagram開設 

 

■都市景観 

本市では、平成３年度に都市景観基本計画を策定し、市街地の景観づくりや耕地防風林の整備など、帯広・十勝らしい

景観の形成を進めてきました。 

令和２年度からは「第２次帯広市都市計画マスタープラン（Ｒ２.４施行）」において次のとおり、景観についての方針

を定めています。 

 

３ 都市環境の方針 
 市民と協働し、帯広らしい魅力ある都市景観の創出を図る 

② 都市景観 
A 風土を活かした個性ある景観 

  ・帯広の特徴である格子状の区画や火防線などの個性を活かした景観を保全 

  ・主要な道路については植樹帯等を設け、沿道の緑化を図る。また、道路の附属物や建造物の修景を図る 

B みどりの活用による景観 

  ・都市と農村を結ぶ帯広の森や河川などの豊かな自然景観を保全 

  ・多様な主体と連携しながらみどりを活用し、魅力ある親しみやすい景観づくりにつなげる 

C 市街地での良好な景観  

  ・住宅地などにおいて、地区計画などの都市計画制度を活用し、それぞれのエリアなどに相応しい機能や優れた景

観づくりを誘導し、良好な都市環境の維持形成を図る 

  ・景観づくりへの市民参加により、親しみやすく良好な景観の保全・創出を進める 

▌都市景観行政の歩み▐ 
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■まちづくりデザイン賞 
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【令和元年度 まちづくりデザイン賞】 

 

●最優秀賞                        ●特別賞 

 髙堂建設株式会社 新社屋                       salon齋藤亭 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本市では、美しくやすらぎのある帯広らしい都市景観を、守

り、育て、創りあげるために、昭和 59年度から都市景観表彰制

度を設けていました。 

 平成 17年度からは、まちづくりデザイン賞に名称を変更し、

魅力ある建築物などを表彰しています。 

 この賞は、市民の皆さま並びに、帯広市で活動されている皆

さまの応募・推薦の中から選ばれます。 

OBIHIRO CITY

TOWNSCAPE

DESIGN
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▌まちづくりデザイン賞受賞者一覧▐ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
編 集 令和３年 1 月 都市環境部 都市建築室 都市政策課 


